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１．押さえておきたい「労働契約法改正」の最新動向 

昨年４月１日より改正労働契約法が施行され、いわゆる「無期転換ルール」が導入されました。これにより、同一の使用者

の下、有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合に、労働者に「無期転換申込権」が発生することとなりましたが、パ

ートタイマー等の有期契約労働者を無期雇用へと転換する動きもみられるなど、改正への対応が企業において進められて

いました。ところが、昨年12月６日の参議院本会議で「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び

研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案」が可決・成立

し、すでに一部は施行されています。 

特例法の趣旨：この特例法は大学の教員等で、５年を超えるようなプロジェクトに関わる有期契約労働者についても、５年

経過時点で無期転換申込権が発生してしまうと、５年を超える前に契約を打ち切らざるを得ず、雇い続けることができないと

いう現場からの声に対応して立案されたものです。特例法により、一定の要件を満たす大学の教員等については、無期転

換申込権にかかる年数要件が「10年」とされました。 

この他にも改正に向けた動きがあります。現在、厚生労働省の労働条件分科会で、高度な専門職に就く高収入の有期労

働契約者で一定の期間内に終了すると見込まれる事業（オリンピックの開催準備等）に従事する者等について、５年経過時

点で無期転換申込権が発生しないこととする「有期雇用の特例」作りが検討されています。同省では、今年３月上旬までに

改正案としてまとめ、１月下旬に通常国会に提出する方針です。特例の対象には高年齢者も含まれる見通しですので、企

業にとってはさらなる就業規則等の見直しが必要となる可能性もあることから、今後も動向を注視する必要があるでしょう。 

２．加算割増賃金の代替休暇制度とは？ 

先月号でも掲載致しましたが、労働基準法の平成 22 年

の改正により、月 60時間を超える時間外労働に対しては、

50％以上の割増賃金を支払うこととされました（中小企業

は現在経過措置により適用外）。この改正の際に、加算割

増の対象となる賃金を「休暇」として代替すること（以下、

「代替休暇制度」とします）も認められるようになっており、

今回は、この代替休暇制度について改めて確認致します。 

代替休暇制度とは、通常の割増率（25％以上）に上乗せ

された加算割増の部分について、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金の支払いに代えて有給休暇を付与することが

できる、というものです。具体的には、例えば時間外労働の割増率を月 60 時間以内は 25％、月 60 時間超は 50％としてい

る場合、月 60時間超の時間外労働について、＋25％（50％－25％）の部分を賃金の支払いの代わりに有給休暇の付与とし

てもよい、ということで、時間外労働を休暇として換算する方法は「代替休暇の時間数＝（月 60時間を超える時間外労働数）

×（月 60時間超の割増率－通常の割増率）」となります。なお、休暇は時間単位で換算で 

きるものの、取得の単位は 1日または半日であって、時間単位の付与はできません。この 

制度の実施にあたっては労使協定の締結が必要となります。 

現在、経過措置の対象である中小企業は本制度を導入すること

はできませんが、改正労基法が全面施行された場合の対応策とし

て本制度の導入を検討する余地はあるのではないでしょうか。 
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代替休暇の対象 

25% 
 ＋25%超の割増部分…代替休暇対象 

＋25%の割増部分…賃金の支払い 

 60 時間   

＋25%超の割増対象の時間は、代替休暇が可能。 
60 時間超の時間数×（加算割増率－通常の割増率）によ

り休暇時間数を算出。通常の割増対象部分は賃金支払い。 
通常の割増率が法定の 25%超の場合等には要注意！ 


